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はじ めに

我が国全体で人口減少と少子高齢化が進行し、税収の伸び悩みや社会保障関係

経費の増加など、 自治体財政を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。 公共

施設等についても、高度経済成長期以降に整備された施設が一斉に老朽化の時期

を迎え、 今後、更新・ 改修に多額の費用が必要となることが見込まれています。

こう した状況を踏まえ、国は「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指

針」 を示 し、 本町を含む地方公共団体に対して、 公共施設等の現状や将来見通

し、 中長期的な維持管理・ 更新費用及び財源見通しなどを総合的に把握したうえ

で、 計画的な管理を進めることを求めています。 令和４年４月には指針の改訂に

より、人口や財政状況の変化、 脱炭素化やユニバーサルデザイン化など、最新の

政策動向も踏まえた検討が求められてい ます。

以上のような国の方針を受け、 本町でも 「保有する公共施設等」について、自

治体経営の視点から総合的かつ計画的に管理 ・活用するために必要な情報を整理

し、 保有総量の適正化やライフサイクルコス トの縮減 ・平準化、安全性 ・利便性

の向上などを含む 「公共施設マネジメン ト」 を体系的に推進することと しまし

た。

本町における 「公共施設マネジメン ト」 について、これまで本町では「大崎町

公共施設等総合管理計画」 及び 「大崎町公共施設等個別施設計画」 に基づき、公

共施設等の実態把握や適正配置、公営企業施設を含めた長寿命化等に取り組んで

きま した。しかし、指針の改訂や、 人口 ・財政の新たな見通し、個別施設計画の

策定 ・更新状況、 これまでの取組成果等を踏まえると、現行計画をそのまま運用

し続ける のではな く内容の見直 しが必要 とな って いま す。

公共施設やインフラについては、行政による住民サービスの拠点・ 地域の交流

拠点として必要性は認識すると ころですが、 今後の人口や財政状況等を考えると

持続可能ではあり ません。 施設の機能を最大限確保しながら、 負担を減らして、

町民サー ビスを充実させていく ことが必要です。
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第２ 期大崎町公共施設等総合管理計画 第１章　計画の基本事項

１． 計画の目 的・ 位置付け、上位計画と の関係

本計画は、本町が保有する全ての公共施設等 （建物系施設、道路・ 橋り ょう等の土木系

施設、公営企業会計に届する上下水道など） を対象と し、 その維持管理 ・修繕・ 改修 ・更

新・ 統廃合等に関する基本的な考え方及び全体方針を示すものです。公共施設等個別施設

計画や各施設分野の長寿命化計画等に対 して は、 「本町の保有する公共施設等分野の総合

的な計画」を より上位の計画と して位置付け られます。

また、本計画 は、 本町の最上位計画である第 ３次大崎町総合計画はもち ろんのこ と、総

合戦略、 国土強靭化地域計画、 都市計画といった各種計画 と整合を図り ながら運用しま

す。 具体的に は、 これらの上位 ・関連計画で示された将来人口や土地利用、 まち の構造、

防災拠点の配置、 環境目標などを踏まえ、本町における公共施設等の役割、 機能集約等将

来に向けた考え方等を整理するものです。

さら に、 鹿児島県の公共施設等総合管理計画や関連施策等との連携にも配慮 しつつ、広

域的な視点から施設整備・ 更新の方向性を検討します。県が掲げる 「保有総量の縮小」

「効率的な利活用の推進」 「長寿命化の推進」等の基本方針とも歩調を合わせ、 地域全体

として持続可能な公共施設マネジメ ント の実現を 目指 しま す。

このように、 本計画は本町における公共施設等に関する最上位かつ組織横断的な計画と

して、各施設分野の個別計画や事業計画を方向付けるとともに、予算編成や投資判断にお
●

いても重要な判断基準となるものです。
ｌ

【図 １】 大崎町公共施設等総合管理計画の位置づけ
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第２期大崎町公共施設等総合管理計画

２。 対象デー タの 時期 ・対象施設

第１章　計画の基本事項

（１ ）本計画の対象データの時期

本計画における公共施設等の現状把握は、原則と して固定資産台帳 としての情報が確定

している２０２４年度 （令和６年度）末時点のデータを基準と しま す。 具体的には、 固定資

産台帳、 各施設台帳、 個別施設計画、地方財政状況調査（決算統計）等に基づき、延床面

積、 施設数、 建設年度、維持管理費 ・更新費の実績等を整理します。

（２ ）本計画の対象施設

①建物系公共施設

建物系公共施設は、本町の行政運営や住民サービスの提供に直接関わる中核的な資産で
●

あり、本計画の主要な対象とな りま す。 具体的には、 役場庁舎や支所等の行政系施設、集

会所 ・公民館等の市民文化系施設、 体育館・ 運動公園施設等のスポーツ ・レクリ エーショ

ン系施設、小中学校等の学校教育系施設、保健セ ンター等の保健・ 福祉施設等を対象とし

ます。

これらの建物系公共施設については、延床面積、 建設後経過年数、 利用状況、維持管

理・ 更新に係る費用等の情報を整理 し、 保有総量の適正化や老朽化対策、機能集約・ 複合

化等の検討に活用 して いき ます。

②土木系公共施設

土木系公共施設は、地域の基盤を構成し、住民生活や産業活動を支える重要なインフ

ラ・ まちの土台であり、本計画の対象資産に含まれます。 具体的には、 道路、橋りょ う、

農道、林道等を対象と しま す。

なお、土木系施設について は、 個別施設計画や分野別長寿命化計画等で、よ り詳細な点

検・ 診断や更新方針を定めている場合が多いため、本計画では、これら個別計画の上位計

画と して、基本的な管理の方向性や更新に要する費用の見込み、更新に対する考え方を示

すこ とに重点を置きます。

３



第２ 期大崎町公共施設等総合管理計画

③企業会計公共施設

第１ 章　計画の基本事項

公営企業会計に属する公共施設も、 本町の公共サービス提供に不可欠なインフラであ

り、 将来の更新・ 統廃合などが住民生活や財政運営に与える影響が大きいこ とから、 本計

画の対象に含めます。 具体的には、 上水道事業、 下水道事業といった企業会計が所有する

公共施設を対象と しま す。

これらの施設については、 各公営企業で策定される「経営戦略」との整合を図りつつ、

更新投資等の水準が、 町全体の財政に与える影響を明らかにすると とも に、 更新に対する

考え方を示すこと に重点を置き ます。

【表１】 本計画の分類 （総務省）別　主な対象施設

大分類　　　　　　 中分類　　　　　　　　　　　　　 主な施設

市民文化系施 集会施設　　　　　　　中沖地区公民館
設　　　　　　文化施設　　　　　　　中央公民館

鈷会教育系施 図書館　　　　　　　　町立図書館
設

スポ ーツ ・レクリエーショ　スポーツ施設　　　　　総合体育館、 運動公園、弓道場
■㎜　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　 ㎜　 ■■㎜■■　　　　　 ■　■

ン系施設　　　　レクリエーション施設 ・観光施 町営プールキャンプ場、道の駅野方あらさの駐車
設

産業系施設　　 産業系施設

学校教育系施 学校
設　　　　　　その他教育施設

保健 ・福祉施設　高齢福祉施設

庁舎等
行政系施設

消防施設

公営住宅等　　 公営住宅 ・教員住宅

公園　　　　　 公園

その他　　　　 その他

道路　　　　　 道路

橋り ょう　　　 橋り ょう

その他　　　　 その他

場

農村環境改善センター、農業機械センター

小学校・ 中学校

学校給食センター

老人福祉センター

大崎町役場、 野方支所

菱田分団詰所、中央分団詰所

シャルム文化通、 吹切住宅、天子ヶ丘住宅

中央公園、ふれあいの里公園

旧立小野小学校、 旭ヶ丘賃貸住宅

町道、農道、 林道

橋り ょう

河川、プール、防火水槽、 消火栓

４

ｊ



第２ 期大崎町公共施設等総合管理計画

企
業
会
計

第１ 章　計画の基本事項

大分類　　　　　　 中分類　　　　　　　　　　　　　　主な施設

上水道施設　　上水道施設　　　　　　｜水道課事務所、 蓬田水源地、 西之上中継ポンプ場
下水道施設　　 下水道施設　　　　　　　 大崎クリ ーンセンター

※「市民文化系施設」 については総務省の区分名であ り、 本計画全体を通じてそのま ま採用しています

３　 計画期間 と改訂サイクル

（１ ）将来見通し の期間設定

本計画で示す公共施設等の将来見通しや更新需要、維持管理・ 更新費用の試算等につい

ては、中長期的な期間 （４０年）で行います。そのう ち、 ２０２６年度 （令和８年度）から

２０３５年度 （令和１７年度） までの１０年間を本計画の計画期間として位置付け、 具体的な取

組や数値目標の設定、 ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理・ 検証 ・見直しの単位と します。

計画期間 ：令和８年度から令和 １７ 年度までの１０年間

（２０２６年度から２０３５年度まで）

なお、本計画の見直しは、 その必要性や影響の大きさに応じて、「部分改訂」と 「本格

改訂」に区分して行います。人口・ 財政見通しの更新や、 個別施設計画の一部変更などに

伴い、本計画の一部記載の修正や追記を行う場合には、部分改訂と して柔軟に対応しま

す。 一方、国の指針改訂や上位計画の大幅な変更、公共施設マネジメン トの方針転換な

ど、 本計画の基本的な考え方に影響を与える事柄が生じた場合には、計画期間の途中であ

つても、 本格改訂を行うものと します。

５



第２期大崎町公共施設等総合管理計画 第１ 章　計画の基本事項

（２ ）Ｐ ＤＣ Ａサイクルと の連動

本計画では、 ２０２６年度 （令和８ 年度）から２０３５年度（令和１７年度）までの１０年間を本

計画の計画期間と して位置付け、具体的な取組や数値目標の設定、 ＰＤＣＡサイクルによる

進捗管理 ・検証・ 見直 しの単位とし ます。なお、 当該ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理・検

証・ 見直 しの結果は、 庁内に共有すると ともに議会・ 住民への共有も今後の検討課題とし

ます。

６
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１。 公共施設等の現状と過去の対策実績

本町が保有ずる公共施設等は、 昭和３０年代以降、庁舎、 学校、社会教育施設、 福祉施

設等の建物系施設に加え、 道路 ・橋 りょ う・ 公園等の土木系施設、 上下水道施設等企業

会計施設を中心に整備が進められて きま した。本節では、 各施設の 「量」に着目 し、総

量を確認する とともにこれまでの公共施設マネジメン トの実績についても振り返りを行

いま す。

（１ ）施設保有量 （建物系 ・土木系 ・企業会計別）

①建物系公共施設の現状

建物系施設については、延床面積の推移を取りま とめた結果、 本町では学校施設や公

営住宅な ど、 一定の行政サービスに不可欠な施設については、 町全体の延床面積の中で

も大きな割合を占めている ことが分かり ます

【表 ２】 分類 （総務省）別　施設保有量

大分類

市民文化系施設

社会教育系施設

スホｏ－ツ・ レク リエーシ ョン系施設

産業系施設

学校教育系施設

保健 ・福祉施設

行政系施設

中分類

集会施設

文化施設

図書館

スポーツ施設

レク リエーシ ョン施設 ・観光施設

産業系施設

学校

その他教育施設

高齢福祉施設

保健施設

庁舎等

消防施設

了

施設数　　　 建物数

（
｀

Ｎ
　

ｒ
Ｎ

８
　

６
　

７
　

８
　

１
　

１
　

２
　

２
　

１
０

３
　

寸
　

μ
８
　３
２
　１
６
　９
４
　
２
　

４
　

２
　

８
　

１
２

総延床面積

（㎡）

５５２． ６２

２，３５ ７． ５４

７２１．３９

４，５５６．９６

１，６６ １．５３

４，９７７．４９

２８，５７４．３２

１，２２０．７６

９００．５８

８６０．７２

４，４４６．４８

９６３． ７０
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大分類　　　　　　　　　　中分類　　　　　　　施設数　　　建物数　　鬥？積
公営住宅等　　　　　　　公営住宅　　　　　　　　　　１６　　　　１６２　　 １２，２５５３５

－

公園　　　　　　　　　　 公園　　　　　　　　　　　　 ２　　　　　 ７　　　　 １１５．０１

その他　　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　３０　　　　５７　　　７，６５２．２６

上水道施設　　　　　　　上水道施設　　　　　　　　　２４　　　　２５　　　　９０２．１７

下水道施設　　　　　　　下水道施設　　　　　　　　　　　　　　　１３　　　２，５４９．９１

総計　　　　　　　　　　　　　　１２３　　　 ４６２　　 ７５，２６８．７９

※２０２４年度（令和 ６年度） 決算 「固定資産台帳」 より

【グラフ １】 分類 （総務省）別　総延床面積の割合

下水道施設

３．４％

上水道施設。

１．２％

公園

０．２％／

保健 ・福祉施設

２．３％

その他

１０．２％

学校教育系施設

３９．６％

市民文化系施設

３．９％

社会教育系施設

１．０％

スポ ーツ ・レクリ エーショ ン系施

設

８．３％

※２０２４年度（令和 ６年度） 決算 「固定資産台
帳」 より

※端数処理の関係上、 各区分を合計した値と

総計が合わない場合があり ます

８
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②土木系公共施設の現状

土木系施設は、道路延長や橋り ょう数、 公園面積等の推移を整理したところ、これま

での拡充整備によ り一定の水準に達しており、近年は新規整備より も維持管理・ 更新の

比重が高 まっ ている状況です。

【表 ３】 土木系公共施設の保有状況

工作物

町道

芸道

林道

橋り ょう

河川

プール

防火水槽

その他（消火栓）

その他（公園等）

その他

件数

２２５本

］

１・０００本丶
６本

６８ 箇所

６箇所

１箇所

３５９箇所

２４０箇所

２箇所

数量

３０１，６００ｍ

２，１５０，３５４㎡

備考

建設課　町道台帳より

３８６， １２１ｍ　建設課　町道台帳より

１１，７２４ｍ　 農林振興課　町道台帳より

うち町：し分として６２　・　 。　 １， ５３４ｍ
１，７１６ｍ　うち農道分と して ４橋　　１５２ｍ

うち林道分と して ２橋　　 ３０ｍ

一　　　　 建設課　河川台帳より

４６，７９４㎡町営プール （※キャンプ場敷地を含む面積）

一　　　　 総務課調ベ

ー　　　　 総務課調ベ

ー　　　　　 中央公園　ふれあいの里公園

防災行政無線屋外拡声子局 （７０箇所） その他

※２０２４年度（令和６年度） 末時点

②土木系公共施設の現状

企業会計施設のう ち上水道は１９５８年 （昭和３３年）、 下水道は２００２年［平成］。４年）に

それぞれ供用開始となりま した。上水道 ・下水道の管路延長や処理能力は概ね横ばいで

推移しており、今後も大き く変わる こと はない見込みですが、 将来的には老朽化の進行

に伴い更新需要が本格化するこ とが見込まれます。

９
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【表４】 上水道施設の保有状況

施設

導水管　　　　　　　　　 総延長

送水管　　　　　　　　　 総延長

配水管　　　　　　　　　 総延長

水源地　　　　　　　　　 箇所数

配水池　　　　　　　　　 箇所数

【表 ５】 下水道施設の保有状況

施設

菅渠

処分場

マンホールポンプ

大分類

市民文化系施設

社会教育系施設

スポ ーツ ・レクリエーション系
施設

数量

数量

布設延長

箇所数

箇所数

第２ 章　公共施設等の現状と将来の見通し

備考

０．７０ ｋｍ

１９．８４　ｋｍ

２５４．６４　ｋｍ　水道課調査

９箇所　うち東川水源地休止中

１０ 箇所

２０１４年度 （平成２６年度）

施設数　 惣　　延宇臙

哨
　
Ｍ

棟数

７

１６ ５５

３， １０４．３１

１，２７９． ８３

１０ ，４８３ ．１９

１０

２０２４年度 （令和６年度）

施設数

４

１４

建物
棟数

６

４

５０

２， ９１０． １６

７２１．３９

６， ２１８．４９

※２０２４年度（令和６年度） 「地方公営企業決算状況調査」 、一部水道課調査

備考

５４ｋｍ

１箇所大崎ク リー ンセ ンター

１７ 箇所

※２０２４年度（令和 ６年度） 「地方公営企業決算状況調査」 より

（２ ）保有量削減目標に対する過去の取組実績

本町では、これまでの公共施設等総合管理計画において、 人口減少や財政状況等を踏

まえ、公共施設の保有量の縮減を図る方針を掲げてきました。 具体的には、 延床面積の

削減を目標と して設定し、 計画期間を通じて段階的な見直しに取り組んできたところで

す。

これまでの取組と して は、 利用頻度の低い施設の用途廃止や売却、 類似機能を有する

施設の統合などを実施してきま した。また、 老朽化が進んだ施設については、代替施設

の確保状況や利用需要を勘案し、更新ではな く廃止を選択 した事例も見られます。

【表６】 建物系公共施設・ 企業会計公共施設の保有量の推移

Ｈ２６－Ｒ６

－１９４．１５

－５５８．４４

－４，２６４．７０
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大分類

産業系施設

学校教育系施設

保健 ・福祉施設

行政系施設

公営住宅等

公園

その他

上水道施設

下水道施設

合計

２０１４年度 （平成２６年度）

施設数　 惣　　延宇臙
゛゛　 棟数

８　　 １７

２３　　　 １４４

１２

１４　　　　２０

１７　　 １７２

２　　　５

１７　　　　 ３６

１１　　　 １７

１３

１２４　　　５０４

５，３９８Ａ０

３５ ，１８７ ．５０

３，２１８． １２

５，３６７．４７

１１ ，３００ ．３８

６３．３５

５， １３２．２６

４８３．６４

２，５４９．９１

８３，５６８．３６

２０２４ 年度 （令和６年度）　　昌螽
施－　　　建物　延床面積　　の増減設数　棟数　　　（㎡）　　 （㎡）

９
　

３
　

２
　

６
　

２
　

０
　

４
　
　
　
　
３

宀
　

ｒ
哨
　
　
　
　

ぐ
ｙ

四
丶

ｉ
　
　
　
　

ぐ
丶
ｉ

。
｜

１６

９６

６

２０

１６２

７

５７

２５

１３

４６２

４， ９７７．４９

２９，７９５ ．０８

１，７６１．３０

５，４１０． １８

１２，２５５．３５

１１５．０１

了，６５２．２６

９０２．１７

２，５４９．９１

７５，２６８．７９

－４２０．９１

－５ ，３９２ ．４２

－１ ，４５６．８２

４２．７１

９５４．９｀７

５１．６６

２， ５２０． ００

４１ ８． ５３

０． ００

－８，２９９ ．５７

※２０１４年度（平成２６年度）： 「大崎町公共施設等総合管理計画（初版並びに令和６ 年５ 月改訂）」

・２０２４年度（令和 ６年度） ：「固定資産台帳」より

※期間中の増減には固定資産台帳修正による増減も含まれる

【表 ７】 平成２６年度 （計画策定時）～令和６年度の取組実績

増減理由

譲渡によ る減

除却 ・取壊しによる減

新築による増

譲渡による増

その他固定資産台帳修正による増減等

合計

※「

延床面積 （㎡）

－６，１ ９６．１６

－６ ，７３０．７５

２，２９０． ０４

４８ ．００

２，２８９．３０

－８ ，２９９．５７

（初版並びに令和６年５月改訂）」

．「固定資産台帳」より

（３ ）有形固定資産減価償却率の推移

地方公会計制度から算出される 「有形固定資産減価償却率」は、固定資産（公共施設

等） の取得価額に対する減価償却累計額の割合を示すものであ り、 公共施設等の全体的な

老朽化の進行度合いや更新需要の大きさを把握するう えで有効な指標です。

１１
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本町では、建物系、土木系、企業会計施設のそれぞれについて有形固定資産減価償却率

を算出し、その推移（老朽化度合い）を整理 して いま す。 その結果、建物系公共施設 ・土

木系公共施設では有形固定資産減価償却率が徐々 に上昇してお り、 老朽化が進む施設の割

合が増加 して いる ことがう かがえま す。

企業会計施設も、 上水道・ 下水道等の基幹施設の多く が整備から相当の期間を経過して

おり 、高い有形固定資産減価償却率 とな って いま す。 今後、人口減少等によ り料金収入の

増加が見込みにく い中で、 更新投資の平準化と財源確保が大きな課題となり ます。

このため、本町では減価償却率の推移を踏ま えながら将来の更新需要を見通 し、 個別施

設計画や財政計画 との整合を図 りつつ、 更新時期や投資規模の平準化を進める必要があり

ます。

【表 ８】 公共施設等の有形固定資産減価償却率（老朽化度合い）

勘定科目

一般会計等＿建物

一般会計等＿工作物

水道事業会計＿全体

下水道事業会計＿全体

令和 ２年度

減価償却率
（％）

６７ ．１％

７６ ．４％

６０．４％

９７．８％

令和 ５年度

減価償却率　　　　　　　　　備考
（％）

７１ ．６％主に建物系公共施設

８１．８％主に土木系公共施設

６０．０％主に企業系公共施設 （上水道施設）

９３．６％主に企業系公共施設 （下水道施設）

※「統一的な基準による財務書類」 より

（４ ）保有公共施設の老朽化対策

本町の公共施設等は、 高度経済成長期以降に集中的に整備されたものが多く 、供用開始

から長期間経過した建物系施設や、 土木系・ 企業会計施設が増加してい ます。固定資産台

帳等に基づき建設年度や構造を整理 した結果、老朽化が進行している施設が今後さら に増

加するこ とも見込まれてお り、 計画的な維持管理 ・更新を行わなければ、安全性や機能性

の低下が懸念される状況にあり ます。

この問題に対 し本町では、 限られた財源の中で、 屋根 ・外壁の改修や設備機器の更新、

耐震補強 ・バ リアフリ ー改修な ど、 必要性の高い箇所から優先的に修繕 ・改築を実施 して

きま した。ま た、 公共建築物等耐震化計画や各種インフラの長寿命化計画に基づき、 計画

的な改修 ・補強も進めてき ました。　｀
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しかしながら、財政負担の制約や工事の平準化の観点から、本町の全ての老朽化した施

設に十分な対策を講じるこ とは困難な状況です。 本計画においては、個別施設計画の結果

も踏まえながら、 老朽化の程度や利用状況、 地域への影響等を総合的に勘案し、 修繕 ・改

築・ 建替え・ 廃止等の選択肢を組み合わせた効率的な老朽化対策を進めていきます。

【グラフ ２】 公共施設等（建物）の築年別整備状況

６，０００　　　　　　Ｉで雪ｏで禁）　 新耐震基準（１９８２年以降） ３３，６２９．２６㎡ （４４．８％）
築５０年以上

３１．０％

築４０～４９年

り１．２ｓ
４，０００

２，０００

０

１
９
６
３

１
９
６
（
）

１
９
５
７

１
９
４
了

市民文化系施設

産業系施設

行政系施設

その他

トａ ＨＨ ＨＨ トＪ ＨＨＨ
Ｑ　 りＱ ｑ冫　 Ｑ　 廴Ｄ　ｔ！）ＱＱ
（乃 （乃 Ｑ司　 －ヽＪ　 － Ｊヽ　 －、ｊ－ヽＪ　 Ｃχ）
ＵＩ　 りＱ トａ　 ω　 ＵＩ 一４　ｙＳ）Ｗ

築３０～３９年　 ｜　　 築２０～２９年

１３．２％ １３．５％

トーＪＨ Ｈトり・－Ｊ ＨＨ Ｈ卜Ｊり
ＱＱ ＱＱ ＱＱ φＱ こＯ
ＣＸ⊃　 Ｃカ Ｃカ Ｑ廴£） ぱ） ぱ） Ｑこ○
ωＵＩ　 ＣＸ）０ １丶Ｊ４ （７丶ＣＸ） ご１丶ｊ

社会教育系施設

学校教育系施設

公営住宅

上水道施設

築１０～１９年

６．６％

築１０年未満

４．５％

コ

２
０
２
２

２
０
２
０

２
０
１
８

２
０
１
５

２
０
１
３

２
０
１
０

２
０
０
８

２
０
０
６

２
０
０
４

スポーツ ・レクリエーション系施設

保健 ・福祉施設

公園

下水道施設

【グラフ ３】 公共施設等（建物）の用途別経過年数割合

Ｏ％　 １０％　 ２０％　 ３０％　 ４０％　 ５０％　 ６０％　 ７０％　 ８０％　 ９０％　１００％

市民文化系施設　　　１９．０％

社会教育系施設

スポーツ ・レクリエーショ ン系施設　　　．３％
産業系施丶、１％　　　１６．１

１．４％
学校教育系施設６

保健 ・福祉施設

公園

その他

上水道施埼．０

下水道施設

総計

４．５％

０

０

１６ ．５％

３％ １９ｊ％

３９ ．２％

Ｑ１３．３％

２０．５％

１０ ，１％

１３．２％

６７

９７ ．７％

７１．８％

６４ ．５ ９０

為１ ６．

５Ｒ　６０

４６．１％

９０ ．４％

４０．３％

３４ ．５％

２４．４％

５３．１％

３１．２％

築１０年未満　　築１０～１９年　　築２０～２９年　　築３０～３９年　　築４０～４９年　　築５０年以上

１３

冫

１９．３０

０

０。１％

１

９／

０．２％

年度不明

※２０２４年度（令和６年度） 決算 「固定資産台帳」 より
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２． 人口の見通し

本町の総人口は、 １９８５年（昭和６０年） 以降減少傾向が続いています。 少子化の進行や

若年層の町外流出などの影響により、近年の総人口は減少が続いている状況です。
丶

国勢調査結果を基に総人口の推移を整理する と、 年少人口 ・生産年齢人口の減少が顕

著です。 一方で、 高齢化の進展によ り、 老年人口 は近年高止ま りの状況にあ りま す。

また本町の総人口は将来的に減少してい くこ とが見込まれます。国立社会保障・ 人口問

題研究所による将来推計の結果、２０５０年 （令和３２年）時点の人口は８，２２８人と予測されて

います。 本町における総人口の減少は、 公共施設の利用需要や財政基盤に直接的な影響を

与えるこ とか ら、 人口規模の縮小を前提とした公共施設等の適正配置や保有総量の見直し

を進めていく 必要があります。 あわせて、地域コ ミュニティの維持や防災・ 福祉等の観点

から、将来の人口構造を踏まえた施設配置のあり 方を検討 して いき ます。

【表 ９・ グラフ４】人口推移と将来推計

うち生産年

１９８０ （Ｓ５５）

１９８５ （Ｓ６０）

１９９０ （Ｈ ２）

＼．ヽ９９５ （Ｈ７）＼
２０００ （Ｈ１２）

２００５ （Ｈ１７）

２０ １０ （Ｈ ２２）

２０１５ （Ｈ２７）

２０２０ （Ｒ２）

総人口

（人）

１７，５２７

１７，６８９

１６，８２８

１６，４８０

１６，０１８

１５，３０１

１４，２ １５

１３，２４１

１２，３６８

２０２５ （Ｒ了） ＼　１１，９１八
２０３０ （Ｒ１２）

２０３５ （Ｒ１７）

２０４０ （Ｒ２２）

２０４５ （Ｒ２７）

２０５０ （Ｒ３２）

２０５５ （Ｒ３７）
－

１１，４６７

１０，６０８

９，７７９

９，００３

８，２２８

７，５１３

うち年少人

□（人）

３，７４２

３，７２８

３，３０２

３，４８１

２，４２８

２，０１９

１，６５７

１，５１４

１，４１７

１癪
１，２９０

１， １５４

１， ０７６

１，０１０

９５３

９０１

齢人□

（人）

１１，４２２

１１，３７０

１０，６７９

１０，０９９

９，４３８

８，７５９

７，９７６

６，９６４

６， ０８２

５，７１４

５，３０１

４，７７１

４，４２１

４，０３４

３， ６６７

３，３１８

１４

うち老年人

口（人）

２，３６３

２，５９１

２，８４７

２，９００

４，１５２

４，５２３

４，５８２

４，７６３

４，８６９

４，９３５

４，８７６

４，６８３

４，２８２

３，９５９

３，６０８

３，２９４

年少人口割

合

２１．３％

２１．１％

１９．６％

２１ ．１％

ｉ５．２％

１３．２％

１１．７％

１１．４％

１１．５％

１０．６％

１１ ．２％

１０．９％

１１ ．０％

１１．２％

１１．６％

１２．０％

生産年齢人

囗割合

６５．２％

６４．３％

６３．５％

６１．３％

５８．９％

５７．２％

５６．１％

５２．６％

４９．２％

４８．０％

４６．２％

４５．０％

４５ ．２％

４４．８％

４４．６％

４４．２％

老年人口割

合

１３ ．５％

１４．６％

１６．９％

１７．６％

２５．９％

２９．６％

３２．２％

３６．０％

３９．４％

４１．４％

４２．５％

４４．１％

４３．８％

４４．０％

４３．９％

４３．８％
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１８，０００

１６ ，０ ００

１４，０ ００

１２，０００

１０，０００

８，０００

６，０００

４，０００

２，０００

０

７

γ９１（

２

第２章　公共施設等の現状と将来の見通し

うち年少大白 （人）

うち生産年齢人口 （大）

うち老年人口 （大）

年少人口割合

生産年齢人口割合

２

７０．０％

６０．０％

５０．０％

４０．０％

３０．０％

４
２０．０％

１０．０％

０。０％

ノノ ノヽ淤ノノノノｊゾ宍戸ノ ノノノノ
ダダダダダダ√√夛寮ダダダダダ参
※２０２０年 （令和２ 年） まで 「国勢調査」 、２０２５年 （令和７ 年） 以降は国立社会保障・ 人口問題研究所に よる将来人口

※２０２０年 （令和２ 年） までの「年齢不詳」は老年人口に加算

３。 財政状況の見通し

（１ ）歳入・ 歳出 の推移

本町の歳入は、町税等の「自主財源」と、地方交付税 ・国県支出金 ・地方債等の 「依存

財源」から構成されていま す。 一般に、 本町を含む地方部の自治体では依存財源の比率が

相対的に高く なりやすい一方で、近年は 「ふるさ と納税（寄附金） 」の増減が自主財源側

の動きに影響 し、 歳入構造 （自主財源比率・ 依存財源比率）にも変化を与え得る状況で

す。 実際に、 ふる さと納税の伸長を背景に「自主財源比率が上がったよ うに見える」一

方、 寄附金を控除する と自主財源比率が大き く変わる点や、制度環境・ 競争環境によって

歳入の見通しが左右される点には注意が必要です。

このため、本計画における財源見通しの整理に当たっては、決算における歳入の推移を

「自主財源／依存財源」に分けて把握し、ふるさ と納税を含む寄附金等の動向が歳入全体

に与える影響を確認します。依存財源の歳入に占める割合が減少傾向にある場合であって

も、 その背景にあるふるさ と納税の動向次第では状況が変化し得るため、制度変更や市場

環境の変化、 将来の寄附額の振れ幅を踏まえ、過度な楽観に陥らないよう注意しながら、

中長期的な施設更新財源の確保策を検討していきます。

ゝ

１５
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一方、歳出については、性質別の推移（人件費、 扶助費、 公債費、 物件費、 維持補修

費、 投資的経費等）を確認 し、 公共施設等の維持管理 ・更新に充当可能な財源の余力を把

握し ます。と りわ け、 少子高齢化の進行に伴う扶助費等の増加によ り義務的経費が増大

し、 財政の硬直化が進み得るこ とが指摘されてお り、 本町においても中長期的な注意点と

なり ます。

また、近年の物価高や資材価格 ・エネルギー価格の変動は、委託料や光熱水費、 修繕費

など、施設の運営 ・維持管理に直結する経費を押 し上げる要因とな りま す。 今後、扶助費
ｌ

等の増加と物価高の影響が重なる場合には、 施設更新 ・長寿命化に充てるこ とができる投

資的経費の確保が一層難し くなるこ とも想定されます。このため、 歳出の推移を継続的に

点検しつつ、 既存施設の総量適正化、優先順位付け、 長寿命化によるライフサイクルコス

トの縮減 ・平準化などを通じて、将来負担の抑制に取り組んでいきます。

【表１０】歳入の推移　単位 ：千円

町税

分担金及び負担金

使用料及び負担金

寄附金

繰入金

繰越金

その他

自主財源計

地方交付税等

国庫支出金
－

県支出金

町債

依存財源計

歳入合計

２０１９

１，３８７，５８３

１９，９６８

７５，７１６

２，８４２，３５４

６５７β５４

２９２，３３２

１４ ７，３８９

５，４２２，８９６

３，０２１，６８０

９３６，５７１

７８ ７，０２５

２０２０

１，４０ １，５８９

１１ ，９３７

７３ ，２５１

４，９８ １，９２５

４０６，７３１

２２ ７，２８３

７９ ，６４７

７， １８２，３６３

３，３１９，２５２

２，７２８，４４６

１，３０５，９３０

６７ ２，９０６

８，０２６，５３４

１５，２０８，８９７

２０２１

１，４７３，７６８

１０，６７４

７１ ，５５５

４，７３２， １４３

４３ ７，８３８

３１ ３，４６６

６０ ，５７４

７， １０ ０，０１８

３，５５４，６０９

１，８８６，６０３

９０ ０，７５２

３７ ７，７７０

６，７１９，７３４

１３，８１９，７５２

１６

２０２２

１，４５９，２４８

１０ ，９８３

７０，８９９

４，２５８，６８９

８３８，９７３

３４５，６５９

８１，８０１

７，０６ ６，２５２

３，３５８，２２０

１，６７ １，９７５

８４５，２５１

３０ １，７９９

６， １７ ７，２４５

１３，２４３，４９７

２０２３　　　　 ２０２４

１，４４７，９６５　 １，４７９，９４３

７，９７１　　　 １７，７ １０

７１ ，７９５　　　 ５６，３４１

４，５３ １，５９９　 ５，７６３，４０９

９８ ６，５３ １　　１，５５ １，００２

２４９，９１３　　 ２５１，００１

７８，７１４　　 １３２，０７５

７，３７４，４８８　 ９，２５１，４８１

３，３８１，７３８　 ３，６３９，９９２

１，３７０，２１９　 １，３７３，１００

１， １９４，８５ １　 １，６９５，４２８

３４０，９１７　　 ８０７，９０５

６，２８７，７２５　 ７，５１６，４２５

１３，６６２，２１３　 １６，７６７，９０６

２０２４

対総額比

８．８％

０．１％

０．３％

３４．４％

９．２％

１．５％

０．８％

５５．２％

２１．７％

８．２％

１０．１％

４．８％

４４．８％

※「地方財政状況調査」より

３８９，７４６

５， １３５， ０２２

１０ ，５５７ ，９ １８
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【表１１】歳入の推移と歳入に 占める依存財源の割合　単位 ：千円

自主財源合計

依存財源合計

歳入合計

２０１９

２，５８０，５４２

５， １３５， ０２２

７，７１５，５６４

２０２０

２， ２００，４３８

８，０２ ６，５３４

１０ ，２２６ ，９７２

【表１２】歳出の推移　単位 ：千円

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

補助費等

普通建設事業費

災害復旧事業費

公債費

積立金

投資 ・出資金

貸付金

繰出金

歳出合計

２０２１

２，３６７，８７５

６，７１９，７３４

９，０８７，６０９

２０２２

２，８０７，５６３

６， １７７，２４５

８，９８４，８０８

２０２３　　　　　 ２０２４

２，８４２，８８９　　 ３，４８８，０７２

６，２８７，７２５　　 ７，５１６，４２５

９，１３０，６１４　 １１，００４，４９７

対総額比

３１．７％

６８．３％

※「地方財政状況調査」より

※本表は 「寄附金」を除いた「自主財源」となり ます

２０ １９　　　 ２０２０　　　 ２０２１　　　 ２０２２　　　 ２０２３　　　 ２０２４　　 対総額比

１， １８８，９８１　　１， １７３，５１７　 １， １８３，６４９　 １， １８６，０１０　 １，２６２，０４９　 １，３２７，７３８　　　 ８．４％

１，７４５，５４５　 ２，６５０，２１６　 ２，４９２，６０３　 ２，２２５，５３８　 ２，２７７，８７０　　２，６５３，２５１　　　１６．７％

５６，５５９　　 ６０，１９４　　 ５５，４９６　　 ７４，０９６　　　７４，８４３　　 １１４，４６５　　　 ０．７％

１，４６５，２７５　　１，５１２，２９９　 １，８３２，８３０　 １，６３３，８８２　 １，８７５，０２９　 １，９３７， １３８　　　１２．２％

１，５６７， １８９　 ３，６２１，２４４　 ２，６３７，４５８　 ２，３９４，９３３　 ２，６９３，７３０　 ３，３０８，７９６　　　２０．８％

１， ０６５，６８０　　１，４９７，４６９　　 ５２３，６２２　　 ６２ １，２７３　 １，３０７， １２１　　２，０９９，２５１　　　１３ ．２％

５６，２７４　　 ４４５，４５０　　 ５９９，４０５　　 ５５５，７８８　　　 ７９，６１６　　　１７７，９６０　　　 １． １％

９３７，２２８　　 ８９２，４５７　　 ８９８，１７９　　 ８３３，７１９　　 ７７０，１３１　　 ７０２，２１１　　　 ４．４％

１，２３３，５２４　 １，９４６，４３５　 ２，１１４，３０５　 ２，３５４，４８８　 １，９５９，５６９　 ２，７４０，４７８　　 １７．３％

７０８　　　　１，０００　　　　　　０　　　　　　０　　　　２，１００　　　 ６５，６４８　　　 ０．４％

４，６８０　　　　２，８６０　　　　１，０８０　　　　１，０８０　　　　１，６２０　　　　２，１６０　　　 ０．１％

７９８，９９３　　 ８４２，２９０　　 ８５５，４６６　　 ８６２，７７７　　 ９０７，５３４　　 ７５３，４３１　　　 ４．７％

１０，１２０，６３６　１４，６４５，４３１　１３，１９４，０９３　１２，７４３，５８４　１３，２１１，２１２　１５，８８２，５２７

※「地方財政状況調査」より

（２ ）維持補修費 ・普通建設事業費 の推移（ 普通会計 ・公 営企業会 計）

公共施設等に対する修繕の際に必要な「維持補修費」 や公共施設等に対する大規模改

修・ 更新に必要になる 「普通建設事業費」は、多額の財政負担を伴うものであることか

ら、 本町における今後の財政運営に大きな影響を与える重要なテーマです。

例えば維持補修費は、 これまでの決算状況をみる と、 公共施設の老朽化の進行に伴って

増加する傾向が見られます。一方、 新規建設や大規模改修については、 ある程度事業費を

抑制 してきたことから、令和５ 年度まで普通建設事業費は一定の範囲に抑えられてき まし

た。 しか し、 学校施設や庁舎等の基幹的施設では、更新や大規模改修の需要が今後本格化
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する ことが見込まれており ，中長期的には普通建設事業費の増加が避け られない状況にあ

りま す。

【グラフ ５】 維持補修費（普通会計）の推移　単位 ：千円

１５０，０００

１１４，４６５

１００，０００

７４，０９６　　　　　７４，８４３

５６ ・５５９　　　６０ユ９４　　　５５，４９６
５０，０００

０

２０１９　　　　　　２０２０　　　　　　２０２１　　　　　　２０２２　　　　　　２０２３　　　　　　２０２４

※「地方財政状況調査」より

【グラフ ６】 普通建設事業費（普通会計）の内訳別推移　単位 ：千円

３，０００，０００

２，０００，０００

１’０００’０００　　　　２７７，２３９
３９０．９４１

０

２０１９

７２ ：Ｌ ，０３５

７６　３６

２０ ２０

建物系公共施設

１１６，８９９

４７

ｙ
　
ぐ

１０豐８
＼

□、５０

５６４，４５１

３５ ２． ３５５

２０２１　　　 ２０２２　　　 ２０２３

土木系公共施設　　 その他の用途

７５６，０１６

５６５　出

２０ ２４

※「地方財政状況調査」より

※「その他の用途」と して 「国や県 ・民間等に対する補助金」 「用地取得費」等

公営企業会計において も、 水道 ・下水道等の建設改良費は、施設の老朽化や更新工事の

実施によ り、 水道事業については年間平均１億円、下水道事業については年間平均１，５００

万円程度 とな って いま す。 料金収入の伸びが見込みに くいなかで、 更新投資や耐震化対策

等に必要な建設改良費をどのよ うに確保していく かが課題となっており、将来の料金水準

や一般会計からの繰入れのあり方も含めて検討する必要があり ます。
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【グラフ フ】 建設改良費（水道事業）の推移　単位 ：千円

２０ ０，０００

１５０，０００

１００，０００

１６ ２，９６８

５０，０００

０

１０ １， １９１

２０ １９

１０ ３， ７１０

２０ ２０

７３ ，１３７

２０ ２１ ２０２２

【グラフ ８】 建設改良費（下水道事業） の推移　単位 ：千円

５０ ，０００

４０，０００

３０ ，０００

２０ ，０００

１０ ，０００

０

０

２０ １９

８，６０２

２０ ２０

８，９６５

２０２１

１６，２５８

２０ ２２

８８ユ２９
１１２，４６９

２０２３　　　　　 ２０２４

※「地方公営企業決算状況調査」より

４３，００５

２，４７５

２０２３　　　　　　２０２４

※「地方公営企業決算状況調査」より

（３ ）財政調整基金・ 公共施設更新基金の残高推移

本町では、景気動向や地方交付税の変動等による歳入の増減に対応 し、 将来の財政需要

に備えるため、財政調整基金等の各種基金を積み立てています。また、 公共施設等の大規

模改修・ 更新に備える目的で、 公共施設更新基金 （その他基金）の積立も行つてきまし

た。

これまでの決算状況を整理する と、 財政調整基金については、 一定期間にわたり計画的

な積立てと取崩しを繰り返しながら、おおむね安定的な残高を維持してきています。 一方

で、 公共施設更新基金 （その他基金）等の施設関連基金については、今後見込まれる大規

模な更新需要を賄うには残高が不十分な水準であることが懸念されます。

１９



第２ 期大崎町公共施設等総合管理計画 第２章　公共施設等の現状と将来の見通し

今後は、 歳入状況や将来の更新需要を踏まえつつ、財政調整基金の適正規模を検討する
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‰

とともに、公共施設更新基金等への計画的な積立てを進めるこ とが重要です。本計画で

は、 基金残高の推移を注視しながら、必要に応じて積立方針や活用方針を見直していくこ

とと しま す。

【グラフ ９】 基金残高 （普通会計） の推移　単位 ：千円

１５ ，０００，０００

１０ ，０００，０００

５，０００，０００

０

ｒ
Ｄ
　
Ｉ

２０１９

１

２０２０

財政調整基金

５

２０ ２１

減債基金

２０２２

その他基金

１ ）８

４

２０２３　　　　　　２０２４

※「地方財政状況調査」より

（４ ）地方債 （企業債）残高の推移

地方債は、公共施設等の整備や大規模改修・ 更新等に要する多額の費用を、 将来世代を

含む本町住民が長期にわたって均等に負担するための重要な財源であり、本町において

も、 道路整備や学校建設、 上下水道整備等の各種事業に活用してき ました。 一方で、 地方

債残高の増加は、 将来世代の負担につながる ことから、その水準や償還計画を適切に管理

していく ことが求められます。

本町の地方債残高は、 過去の大型投資の影響等により一時的に増加した時期もあります

が、 その後、 計画的な新規発行の抑制や繰上償還等の取組によ り、 徐々に縮減してきてい

る状況です。 ただ し、 今後、公共施設等の更新や災害対応等に伴う新たな投資需要が生じ

た場合には、 再び地方債残高が増加する可能性もあり、中長期的な視点での管理が必要に

なってい ます。

本計画では、 地方債残高の推移を踏まえつつ、将来の償還負担と新規投資需要のバラン

スを考慮しながら、地方債の発行規模や償還年限等について慎重に検討していく こと とし

ます。
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【グラフ１０】地方債 （企業債）残高の推移　単位 ：千円

８，０００，０００

６，００ ０，０００

４，０００，０００

２，０００，０００

０

了

＼
３４，８２０

Ｃ

７Ｑ

２０ １９ ２０２０

普通会計

４。 将来の更新費用の見通し

＼
１２，４４

１，０３ ６，４２７

＼　　　＼
９，４９３　　　　　６　４３４
８　　　　　　　’

２０２１　　　　　　２０２２

水道事業会計

※「地方財政状況調査」

３， ２７１
丶

９２ ７， １３β

２０２３　　　　　 ２０２４

下水道事業会計

「地方公営企業決算状況調査」 より

（１ ）更新費用推計（単純更新の場合。 令和 ６年度決算時点試算結果）

公共施設等の うち建物系公共施設を、現在の規模 ・機能・ 配置のま ま、 耐用年数の到来

ごと に単純に更新 していく こと を前提と する と、 今後の更新費用は非常に多額になり 、将

来の財政状況のひつ迫につながりかねないと予想されます。これは、高度経済成長期の集

中的な整備か ら時間が経過 し、 更新時期が集中する施設が多い こと や、 建築資材費・ 人件

費等の上昇が見込まれることなどによるものです。

本計画では、 固定資産台帳や個別施設計画等に基づき、代表的な施設類型ごとに、耐用

年数経過時に同規模・ 同機能の施設を建替えると いう前提で簡易な費用試算を行い、 今後

４０年間に必要となる更新費用の総額を推計する こと とし ます。ただし、当該推計に用いる

単価設定からする と昨今の建設費が高騰 して いる ことから、こ の試算は、あ くまで「現状

維持 ・単純更新」 を行つた場合の目安を示すものであ り、 実際には、施設の統廃合や複合

化、 機能 ・規模の見直し等によ り、 投資規模を抑制してい くこ とが前提です。

こう した単純更新ヶ－スの費用見込みを示すことによ り、 現状の施設配置や保有総量を

前提とした場合の財政負担の大きさを明らかにし、施設の再編や長寿命化対策の必要性に

ついて、 住民や町内関係者と共通認識を持つことを目指します。
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①建物系公共施設

【グラフ１１ ・表１３】建物系公共施設の更新費用推計（総務省型）　 単位 ：億円

１６．０

１４．０

１２．０

１０．０

８。０

６．０　　　囗
０
　
　

０
　
　
０

一
　
　
　

一
　
　
　
●

４
　
　

２
　
　
０

全期間の更新費用

平均 ：８．１億円／年

冂＝

過去の普通建設事業

費等 （２０２０～２０２４平

均） ：４．１億円／年

「；

川

２
０
５
３

２
０
５
１

２
０
４
９

２
０
４
７

２
０
４
５

２
０
４
３

２
０

４
１

２
０
３
９

２
０
３
７

２
０
３
５

２
０
３
３

２
０
３
１

２
０
２
９

２
０
２
７

２
０
２
５

２
０
２
３

２
０
２
１

２
０
１
９

２
０
１
７

２
０
１
５

大規模改修　　 口建替え　　　 築３１年以上５０年未満め大規模改修　　　 築６１年以上の建替え

※第 １期大崎町公共施設等総合管理計画における推計開始年（２０１５）年に推計開始時期を合わせています。

４０年間での更新費用総額

１年あた り平均更新費用

３２４．０億円

８．１億円

この試算結果から分かる通 り、 本町が現在所有する建物系公共施設を現在の規模 ・機

能・ 配置のま ま、 耐用年数の到来ごとに単純に更新してい くこ とを前提とすると推計開始

から４０年間でおよそ３２４．０億円の費用が必要になることが分かり ました。 １年間あたりの

費用はおよそ８．１億円となり ますが、 本町で建物系公共施設を更新等するために支出して

いる費用は１年あたり およそ４．１億円 （計画改訂時点） であ り、 ほぼ倍の水準で支出を行

わなければ本条件での建物系公共施設更新は不可能艶というこ とになり ます。
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②公共施設等全体

【グラフ １２】公共施設等全体の更新費用推計（総務省型）単位： 億円

３０．０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過去の普通建設事業費等

２５．０

２０．０

１５．０

１０．０

５．０

全期間の更新費用

平均 ：２３．１億円／年
（２０２０～２０２４平均）： ８．８

億円／年

２
０
５
３

２
０
５
１

２
０
４
９

２
０
４
７
亅

２
０
４
５

２
０
４
３

２
０
４
１

１
■

２
０
３
９

－

２
０
３
７

２
０
３
５

２
０
３
３

２
０
３
１

２
０
２
９

２
０
２
７

２
０
２
５

２
０
２
３

２
０
２
１

２
０
１
９

２
０
１
７

２
０
１
５

０１

公共施設整備額 □道路整備額 橋り ょう 整備額 上水道整備額 下水道整備額

インフラ （土木系公共施設及び企業会計公共施設）も含めた公共施設等の全体では、推

計開始か ら４０年間でおよ そ９２１．９億円の費用が必要になるこ とが分か りま した。１ 年間あ

たり の費用はおよ そ２３．１億円と なり ますが、 本町で公共施設等を更新等するために支出し

ている費用は １年あた りおよそ８．８億円（計画改訂時点）であり 、こ の水準で行＜ と毎年

１４．３億円の経費が不足する ことが見込まれています。 毎年厳しさを増す財政状況を考慮す

ると、今後もこの水準の費用を投資 し続ける こと は不可能です。建替えの集中する時期を

見込んだ基金の積立、 総量の圧縮、 長寿命化対応等などの取組みが不可欠です。

【表１４】公共施設等全体の更新費用推計（総務省型）と年間不足分

建物系公共　 土木系公共　　企業会計

（Ａ）４ ０年間の更新費用総額

ｊ
ｊ
Ｂ
Ｃ

ぐ
ぐ
１年平均更新費用

過去の普通建設事業費等（２０２０
～２０２４平均）

（Ｄ）（Ｂ） －（Ｃ） 年間不足分

施設

３２４．０億円

８。１億円

４．１億円

４．０億円

２３

施設

３０４．０億円

７．６億円

３．５億円

４．１億円

公共施設

２９３．９億円

７．４億円
－

１．２億円

６．２億円

合計

９２ １．９億円

２３．１ 億円

８．８億円

１４．３ 億円
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③更新費用推計条件設定 （単純更新の場合）

【表１５】公共施設等更新費用試算ソフ ト（総務省） による更新費用シミュ レーショ ンの

条件設定

項目

更新費用の推計額

計算方法

耐用年数

大規模改修

更新単価 （大規模改修及

び建替え）

地域格差

経過年数が３１～５０年

経過年数が６１年以上

条件

一般財源負担見込み額を把握するこ とが困難であるため、 事業費ベースでの

計算 とす る。

耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積等で更新する と仮定して計算する。

延べ床面積×更新単価

標準的な耐用年数 とさ れる ６０年を採用する こと とす る。

日本建築学会 「建物の耐久計画に関する考え方」 より

建設後３０年で行うものと する。

すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、 設定単価

を基に用途別に設定された単価 （公共施設等更新費用試算ソフ ト（総務省）

における施設用途別更新単価） を使用する。 また、建替えに伴う解体、 仮移

転費用、 設計料等については含むものと して想定している。

地域差は考慮 しないも のと する。

今後１０年間で均等に大規模改修を行うものとして計算する。

建替え時期が近いので大規模改修は行わずに建替えるものとして計算する。

【表１６】公共施設等更新費用試算ソフト

施設用途

市民文化系施設、 社会教育系施設

産業系施設、 医療施設、行政系施設

スポーツ ・レクリ エー ショ ン系施設

保健 ・福祉施設、 供給処理施設、その他

学校教育系施設、 子育て支援施設、 公園

公営住宅

上水道

下水道

施設用途

道路

橋り ょう

（管径により金額異なる）

（管径により金額異なる）

（総務省）における施設用途別更新単価

大規模改修　　　　　　　　　 建替え

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

２５　１　万円／㎡　　　　　 ４０　１　万円／㎡

２０

１７

１７

万円／㎡

万円／㎡

万円／㎡

更新年数

１５年

６０年

４０年

５０年

３６

３３

２８

万円／㎡

万円／㎡

万円／㎡

更新単価

４，７００　＼　円／㎡

２４

４２５　１　千円／㎡

１００～９２恥千円／ｍ
ｌ

６１～２９引 千円／ｍ
｜



第２期大崎町公共施設等総合管理計画 第２章　公共施設等の現状と将来の見通し

（２ ）個別施設計画を反映した更新費用見込み額

』胃 ●’ 冫１ ●　 ．１　 ●● Ｉ● ●・ ●● ｜－ ’１ ●● ●● 冖● ●Ｉ Ｉ　 Ｉ甬 ●● Ｉｒ ＩＩ Ｉ　 Ｉ’ Ｉ● ●Ｉ ●角 ９‘ ’Ｉ ’１　 ９｀ １． １１ ”Ｊ 」｜ ・｝ ｙｒ

①建物系公共施設

各種個別施設計画における長寿命化対策等に係る費用を反映した結果、 計画期間である

２０２６年（令和 ８年）から２０３５年 （令和１７年）の１０年間の更新費用は４６．４億円 （２０１５～

２０５４年： ２４９．６億円） とな り、 当初の単純推計の結果に対して大幅な更新費用縮減効果が

期待されます。なお、 ２０１５年（平成２７年） から２０２４年（令和６年）は 「地方財政状況調

査」 より建物関連の普通建設事業費を抽出し、２０２５年 （令和７ 年） 以降は各種個別施設

計画の対策費用を試算 ・集計してい ます。

【グラフ１３】建物系公共施設の更新費用推計

１４．０

実績 （２９１５～２０２４）： ４４．３億円
１２，０

０
　
　
　

０
　
　
　
０

輟
　
　
　
　

●
　
　
　
　
●

Ｏ
　
　
　
Ｃ
Ｘ
：
）
　
　
Ｑ

―

０
　
　
　
０

暈
　
　
　
　
－

４
　
　
　
２

０．０

全期間の更新費用

平均 ：６．２億円／年

単位 ：億円

個別施設計画 （２０２６～２０３５）： ４６．４ 億円

過去の普通建設事業費

（２０２０～２０２４平均）：

４．１億円／年

ｌ丶Ｊ　 ＩＱ　 ＩヽＪ　 トＪ　 Ｉ丶Ｊ　 Ｉ、ｊ　 ｋｊ　 トＪ　 Ｉ丶Ｊ　 トＪ　 トＪ　 Ｍ　 Ｎ　 Ｉヽｊ　 トＪ　 ＩＪ　 Ｉり　 ｜丶Ｊ　 トＪ　 Ｋｊ　 丶・ヽ３
Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｃ）　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　 Ｏ　Ｏ
ト１　 丶・－・ トｊ　 丶・－・　 トｊ　 Ｋｊ　 Ｍ　 Ｉ丶Ｊ　 Ｉ丶Ｊ　 トＪ　 ｋｊ　 ｌ丶Ｊ　 ｔ丶Ｊ　 ｋいヽｊ　 ω　 ｔＡＪ　 ω　 ＵＪ　 Ｕｊ　 Ｕｊ
ＵＩ　 ㎝　 －、Ｊ　 （Ｘ）　 ψ　 ○　 丶・－１　 １り　 ω　 －μ　 Ｕｌ　 ａ　 －、ｊ　 Ｏ３　 り　 （⊃　 ドａ　 Ｎ　 ｔＡＪ　 －μ　 ＵＩ

実績　　口個別施設計画実施計画（学校 ・公営住宅を含む）
Ｉ皿・

※２０２５年度（令和 ７年度） は計画改訂年になるため実績４４．３億円、 見込４６．４億円のいずれにも含め ません。

【表１８】実績及び個別施設計画反映にあたっての考え方 （建物系公共施設）

参照元資料

地方財政状況調査 （実績）

大崎町公共施設等個別施設計画 （令和６年５月）

大崎町学校施設長寿命化計画（個別施設計画）（令

和４ 年３ 月）

大崎町公営住宅等長寿命化計画 【改訂版】（令和６

年３ 月）
－

考え方

普通建設事業費から建物以外の経費を控除（２１頁）

２０２５年以降の実施計画で計画された事業を採用

２５頁「　今後の実施計画」 における事業を採用

６５頁「　事業スケジュール」における事燹已」

２５
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②イ ンフ ラも含めた公共施設全体の更新費用

これまでの実績と各種個別施設計画における長寿命化対策等に係る費用を反映した結

果、 土木系公共施設及び企業会計公共施設を含む公共施設全体の更新費用は、２０２６年

（令和８ 年） から２０３５年（令和１７年） の更新費用は１３２．１億円（２０１５～２０５４年 ：５５６．４億

円） とな り、 こち らも当初の単純推計の結果に対して大幅な更新費用縮減効果が期待され

るものの、依然と して財源が不足する見込みとな って いま す。

【グラフ１４】公共施設等全体の更新費用推計

２５．０

２０．０

１５ ．０

１０．０

５．０

実績 （２０１５～２０２４）： ９６．０ 億円

過去の普通建設事業費

等（２０２０～２０２４平

均） ：８．８億円／年

単位 ：億円

個別施設計画 （２０２６～２０３５）： １３２．１億円

全期間の更新費用平均’

１４．０億円／年

０。０

ｋいＪ　 Ｉ丶Ｊ　 Ｉ丶Ｊ　 トＪ　 トＪ　 Ｉ丶ｊ　 ｒ丶Ｊ　 ＩＪ　 Ｍ　 ＫいＪ　 Ｋ） Ｋ） ｒＱ　 ＳＪ　 トＪ　 Ｉ丶Ｊ　 Ｉ丶Ｊ　 Ｉ丶Ｊ　 Ｉ丶Ｊ
○　 ○　 ○　 ○　 ○　 Ｏ　 Ｃ）　 Ｏ　 Ｏ　　 Ｏ　 Ｃ）　 Ｃ冫　 ｏ　 ｏ　 ｏ　 ｏ　 ｏ　 ｏ　 ｏ　 ｏ　ｏ
丶・－１　 トー’トｉ　 丶・－ａ　 丶・－ａ トＪ　 トＪ　 ｒ丶Ｊ　 トＪ　 Ｉ丶ｊ　 ｌ丶Ｊ　 Ｉ丶Ｊ　 Ｉ丶Ｊ　 Ｉ丶Ｊ　 ｒ・Ｊ　 ω　 ω　 ω　 ω　 ω　ω
り１　 （ｙｌ　 －Ｊ　 ＣＸい⊃　 ○　 丶●－・　 ｋｊ　 丶、あ冫　 ４　 ＵＩ　 （乃　 －、）（Ｘ）　 Ｕ）　 ○　 丶－ａ　 ＩＱ　 ω　 ふ・　 ＵＩ

公共施設整備額　　　道路整備額　　囗橋 りょ う整備額　　　上水道整備額　　　下水道整備額

※２０２５年度（令和 ７年度） は計画改訂年になるため実績９６．０億円、 見込１３２．１億円のいずれにも含めません。

【表１９】公共施設等全体の更新費用推計（実績及び個別施設計画）と年間不足分

建物系公共　 土木系公共　　企業会計
施設　　　　施設　　　公共施設

（Ａ）４ ０年間の更新費用総額

（Ｂ）１ 年平均更新費用

（Ｃ）一過去の普通建設事業費等（２０２０
～２０２４平均）

（Ｄ）（Ｂ） －（Ｃ） 年間不足分

２４７．４億円

６．２憶円

４．１億円

２．１億円

２６

２５８．３億円

６．５億円

３．５億円

３．０億円

５０．７ 億円

１．３億円

１．２億円

０．１億円

合計

５５６Ａ億円

１４．０ 億円

８．８億円

５．２億円
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【表２０】対策実施による効果見込み額

建物系
公共施設

総務省（単純推計）の１年あたり
更新費用

実績及び個別施設計画を反映した
１年あた り更新費用

対策の１年あたり効果額

【表２１】

公共施設）

参照元資料

大崎町橋梁長寿命化修繕計画（案）

（令和６ 年５ 月）

大崎町水道事業経営戦略（令和７年

１２月）

大崎町下水道事業経営戦略 （公共下

水道）（令和２年１１月）

８。１億円／年

６．２億円／年

１．９億円／年

第２章　公共施設等の現状と将来の見通し

土　系
公共施設

７．６億円／年

６．５億円／年

１．１億円／年

企業会計　　　　Ａ計
公共施設　　　　 ゜゜

７．４億円／年　 ２３．１ 億円／年

１。３億円／年　 １４．０ 億円／年

６．１億円／年　 ９．１億円／年

にあたっての考え方（土木系公共施設及び企業会計

考え方

２０２４年まで： 実績 （普通建設事業費）を採用

２０２５年以降： 「大崎町橋梁長寿命化修繕計画 （案）」 １４頁「図８－

１長寿命化修繕計画の事業費削減効果」 ５０年間の事業費 （予防保

全型）２，６１３，７６７千円を１年あたり に平均して計上。

２０２４年まで： 実績 （建設改良費）を採用

２０２５年以降： ２０２５年から２０５０年までの施設改修費等： ７４４，０００千

円及び既設管の更新費用： ２， １０２，５００千円（ 「大崎町水道 ビジョ

ン・ 経営戦略」５１頁 （表 了） ）が今後４０年間の傾向と して続＜と

して続＜ と仮定。

２０２４年まで： 実績 （建設改良費）を採用

２０２５年以降： ２０２０年か ら２０２９年までの建設改良費見込額（ 「収

支計画（※） 」） ３２０，０００千円が工事対象資産は異なるとしても
今後４０年間の傾向と して続く と仮定。

（３ ）充 当可 能な財源の見込み

本町では、公共施設等の計画的な修繕・ 更新等に必要な経費の財源確保、財政負担の平

準化を図 るこ とを 目的 として「大崎町施設整備基金」 を設置してい ます （２０２４年度（令

和６年度）末時点残高 ：１７．８億円）。

今後も、 有効利用 されていない公共施設等財産については売却をは じめ とした処分を進

めることで、 公共施設等の維持管理 ・更新に係る経費の削減を行います。

２７
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５。 公共施設等における現状と課題

第２ 章　公共施設等の現状と将来の見通し

①公共施設等の老朽化

公共施設等の老朽化が進んでおり、 近年の建設資材や人件費の高騰によ り、

今後、安全性を保つための修繕 ・更新にかかる経費はますます増加すること

が見込まれます。 厳しい財政状況のもとでは、公共施設等の維持管理、 運営

に必要な経費を捻出し続けていくことが困難となるこ とが予測されます。

公共施設等保有の必要性を検証 ・議論し、適切かつ計画的な維持管理、 長寿

命化等に努めることで財政負担の軽減・ 平準イ匕を図る必要があり ます。

②公共施設等に対するニーズの変化

地域における人口減少とと もに、少子高齢化が急速に進んでいるこ とか ら、

今後、公共施設等施設に対するニーズの変化が予測されま す。

社会環境やニーズの変化を見極めながら、公共施設等の必要性の見直し、複

数施設の機能集約化、 未利用財産の処分等、 将来の財政負担の軽減を図るた

めに、保有総量の適正化を図り ながらも、行政サービスを落と さない効率的

な運営を工夫していく 必要があ りま す。

③公共施設等に充てる財源の不足

今後、本町では役場庁舎な ど更新あるいは大規模改修などが必要と なる公共
－

施設等が増え、公共施設等に対する費用の増加が見込まれます。それに加

え、 生産年齢人口の減少に伴う税収の減少、 ふるさと納税に関する環境の変

化、 少子高齢化に伴う扶助費の増加などによ り、 厳し さが増す財政状況の

中、 公共施設等の更新に充てられる財源の確保はさら に難 しく なる と考えら

れま す。

２８
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１。 全庁的な取組体制 と情報管理・ 共有方策 ・フ ォロ ーア ップ

（１ ）庁内推進組織・ 役割分担

本計画の推進にあたっては、全庁的な視点から公共施設等を総合的にマネジメン トする

体制を整備するこ とが重要です。
●

本町において は、 町長のト ップマネジメ ント を踏 まえて総括担当課を総務課 とし、公共

施設等所管課との連携や調整を図ることとします。

・　　 公共施設等に関する基本方針の検討及び決定

・　　 個別施設計画や各種長寿命化計画との整合に関する調整

・　　 予算編成や事業化の段階における優先順位付けの協議

・　　 計画の進捗状況の点検及びフォローアップ

各施設を所管する担当課は、日 常の維持管理や利用状況の把握、個別施設計画の策定・

更新等を担い、総括担当課はそれら を取 りま とめ て、 全庁的な視点から公共施設等の最適

な配置・ 投資配分を検討する役割を担い ます。必要に応じ て、 外部の有識者や専門家から

助言を受ける場を設け、専門性の確保にも努めます。

【図 ３】 全庁的な取組体制

町長

－　　　－

情報共有
優先順調整

トッブマネジメノト

総務課

課題の整理

進捗管理
基本方針決定

財政係

予算 （枠）見通しの確認・
平準化

実施計画平準化・ 予算要求

公共施設等所管課

２９

管財係

施設管理情報の一元化 （固定
資産台帳 ・公共施設マネジメ
ントシステム ・Ｇ丶Ｓ等）

点検 ・公共施設等情報の更新
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（２ ）固定資産台帳やデータペ ・　 スに よる情報共有

公共施設等を総合的にマネジメント していく ためには、公共施設等の基本情報（所在

地、 構造、延べ床面積、建設年度等）に加え、点検・ 診断結果、修繕履歴、 利用状況、維

持管理費等を一元的に把握 ・共有するこ とが不可欠です。 このため本町では、地方公会計

制度に基づく 固定資産台帳を基礎データ としつつ、施設ごとの属性情報を整理した「施設

カルテ」 や、 個別施設計画における実施計画に係るデータベースを整備し、 庁内での情報

共有を図 ります。

具体的には、 建物系・ 土木系・ 企業会計公共施設を通じて共通的に把握すべき項目を整

理したう えで、公共施設等所管課が分散して保有している情報を可能な限り集約 し、 固定

資産台帳との整合を図 りながら、定期的に更新する仕組みを構築します。これにより、施

設の老朽化状況や利用実態、維持管理費の傾向等を庁内で横断的に比較 ・分析できるよう

にし、更新・ 統廃合・ 長寿命化等の検討に活用していきま す。

また、個別施設計画の策定 ・更新過程で得られた点検結果や補修履歴等についても、デ

ータベースと して蓄積し、 次期点検や補修計画の立案、計画の見直しに反映させることと

します。 さらに、 必要に応じて地理情報システム （ＧＩＳ）等とも連携し、 公共施設等の位

置状況や周辺環境も含めて把握できるようにするなど、情報基盤の充実を図ります。

【図 ４】 施設管理 ・固定資産台帳システムを活用した情報管理 ・共有方策
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２。 基本方針

一一ユ

第３ 章　公共施設等の総合的な管理に関する基本方針

（１ ）基本方針

本町においては、 施設の老朽化、ニーズの変化、 厳しい行財政環境といった課題に直面

していま す。 安全を確保し、福祉の向上を実現してい くために、財源の確保が最重要課題

となります。 今後、人口減少に伴い収入が減つていく 事が予想されるため、 公共施設の維

持管理・ 公共サービスの提供に要しているコストや将来見込まれるコス トの削減をせざる

を得ません。 加えて、 将来の財政負担を軽減 ・平準化していく ために、 総合的・ 長期的な

視点で公共施設等のマネジメン トを行つていくこ とが重要となります。

本町では、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進してい くための基本方針を下記

のとおり定めます。

【図 ５】 本町公共施設マネジメントの基本方針

①保有総量の縮小による

将来更新負担額の軽減

②長寿命化の推進による

ＬＣＣ（ライ フサイクルコスト）

の軽減

長＜使う

３１

③施設管理の効率化による

コス トの削減
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（２ ）基本的 な考 え方

第３章　公共施設等の総合的な管理に関する基本方針

①　保有総量の縮小による将来更新負担額の軽減

現在利用されておらず、将来にわたり利活用の見込みが低い施設につい

ては廃止の決断をします。 廃止となった施設は、 積極的な売却 ・除却等

を行います。

利用状況の検証や施設間の調整等を図り、施設の統合 ・複合化を推進し

ます。

新規施設の建設や施設の更新等が必要となった場合、 まず既存施設の有

効利用（機能移転、複合化、用途変更等）について検討します。

将来的な維持管理コス トの試算を必ず実施したうえで判断をします。

②　長寿命化の推進による ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）の低減

長く 便う

今後維持していく 施設については、 計画的な点検や修繕等によ り予防保

全型の維持管理を実施し、 施設の長寿命化を図り ます。建替えのタイミ

ングを７０年以上に延ばします。

③　施設管理の効率化によ るコ スト の削減

今後維持していく施設の管理に当たっては、 予防保全を実施することで

トータルコス トの削減を図ります。 また、包括的民間委託の推進や指定

管理者制度の導入などの民間ノウハウを活用する取組を推進しつつ、
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ＰＦＩ／ＰＰＰな ど、 民間の資本、 経営能力及び技術力を活用 した施設管理の

効率化やサー ビスの向上、 官民連携等について検討を行います。

（３ ）目 臘数値

本町では、基本方針に対する目標値を以下のとおり設定します。

【図 ６】 基本方針に対する目標値

１０
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１０％削減
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３。 個別方策の実施方針に ついて

（１ ）点検・ 診断等の実施方針

本町は、 公共施設等の安全性を確保 し、 長期的なライ フサイクルを通じて適切に利用し

てい くため、 計画的な点検 ・診断を実施する ことを基本方針と しま す。 建物系・ 土木系・

企業会計施設を問わず、関係法令や各種ガイ ドライン等に基づ き、 定期点検や劣化診断を

実施し、 その結果を踏まえて補修・ 改修等の優先順位を検討します。

また点検 ・診断の結果は。 固定資産台帳や施設カルテ等に記録し、 庁内で共有します。

特に、公共施設等の安全性に重大な影響を及ぼすおそれがある劣化 ・損傷が確認された場

合には、 利用制限や緊急的な補修等、必要な措置を速やかに講じる とともに、中長期的に

は人口の減少を見据えた更新・ 統廃合の検討にも反映させ ます。

（２ ）維持管理・ 更新 ・統廃合の方針ｙ予防保全 ・ト ータ ルコ スト縮減 ・必

要施設の絞り 込み）

本町は、 従来の事後保全中心の維持管理から、計画的な点検・ 診断に基づく 予防保全型

の維持管理へと転換し、ライフサイクル全体での トータルコス トの縮減と平準化を図 りま

す。 修繕 ・改修・ 更新のタイミ ングについては、 施設の重要度や利用状況、 劣化の進行度

合い等を踏まえ、 費用対効果に優れた投資となるよう検討します。

あわせて、人口減少や需要変化を踏まえ、すべての施設を同水準で更新し続けるのでは

なく 、「将来にわたって必要な施設」と 「役割を終えつつある施設」を仕分けするこ とを

基本的な考え方と しま す。 必要性が低下 した施設について は、 統合や機能集約、 複合化、

規模縮小、廃止等も選択肢とし、施設総量の適正化を進めるこ とで、限られた財源の中で

優先度の高い施設への投資を可能とするよう努めます。

新規施設の建設や施設の更新等が必要と なった場合、 まず既存施設 （民間施設も含む）

の用途転用を含めた有効利用について検討すると とも に、 将来的な維持管理コス トの試算

も行い事業実施の可否を判断するものと しま す。
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（３ ）保有す る財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針

保有する財産でも民間等による利活用が期待できる財産や、廃止となった施設について

は、 サウンディング型市場調査等を活用 し用途変更・ 積極的な売却 ・除却等に努めます。

（４ ）安全確保の 実施方針

公共施設等は、住民の安全 ・安心な生活を支える基盤であ り、 その安全確保は最優先で

取り組むべき事項です。本町は、施設の点検 ・診断結果に基づき、 構造上の危険や落下物

の危険、 バリ ア・ フェ ンス等の欠損など、利用者の安全に直接関わるリ スクを把握し、必

要な措置を講じます。 特に、道路・ 橋り ょう等のインフラ施設や、 学校 ・避難所等の防災

拠点施設については、 緊急時においても安全に利用できるよう安全対策を進めます。

また、豪雨・ 地震等の自然災害リスクの高ま りを踏ま え、 ハー ド・ ソフ ト両面からの安

全対策を組み合わせて進めます。

（５ ）耐震化 の実施方針

本町は、 地震発生時における利用者の安全確保と、地域防災拠点と しての機能維持を図

る観点から、 公共施設等の耐震化を計画的に推進しています。 耐震診断が未実施の施設に

ついては順次診断を進め、 耐震性能が不足していると判断される施設については、補強工

事や建替え等の対策を計画的に実施 しま す。

特に、学校施設、 避難所に指定された施設、 庁舎や防災拠点など、 災害時に中枢的な役

割を担う施設については、 他の関連計画とも整合を図りながら対策を図ります。

（６ ）長寿命化の 実施方針

本町は、 公共施設等の長寿命化を図るこ とにより、大規模な更新費用の平準化と将来負

担の軽減を目指します。そのため、 点検 ・診断結果を踏まえ、 躯体や主要構造部分に重大

な支障が生じる前に、 計画的な補修 ・部分更新等を行う予防保全型の長寿命化対策を推進

しま す。
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個別施設計画や長寿命化計画においては、施設ごとの劣化傾向や利用状況に応じて、補

修・ 更新の優先順位や時期を整理し、本計画が示す財源見通しと整合を図りながら、 長寿

命化対策を実施していきます。 これによ り、 施設の安全性 ・機能性を維持しつつ、ライフ

サイクル全体のコスト縮減を図ります。 また、今後建設する施設については、建設技術が

向上している ことも踏まえ、７０年以上使う ことを目標と し、 現時点で建築後３０年以上経

過している建物については、現地調査等の実施により、各施設の今後の方向性を検討しま

す。

（７ ）ユ ニバ ーサ ルデザイ ンの取組

「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」 （平成２９年２月２０日ユニバーサルデザイン

２０２０関係閣僚会議決定、令和２年１２月２２日一部改正） ）における考え方等を踏まえ、 本町

は、 年齢や障がいの有無にかかわらず、 誰もが利用しやすい公共施設等の整備を進めま

す。

（８ ）Ｐ ＰＰ／Ｐ ＦＩの活用について

行政サービスの低下を招＜ ことな＜行政運営の効率化が図られる事務事業については、

民間への委託等を検討 しま す。

公共施設等の更新や利活用について、本町では既に定住促進住宅等で民間活力の導入を

進めておりますが、引き続き他団体の事例等も参考にしながら、民間の技術 ・経験・ 資金

等の活用を検討し ます。

住民の意見や民間企業等のアイデアを取り入れやすく するためにも、本計画を含め公共

施設等に関する情報公開に努めるほか、 サウンディングツアーなどによる遊休施設の利活

用可能性についても探るものと しま す。
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（９ ）市区町村域を超えた広域的な検討等について

本町ではごみ処理、火葬等の事業について、 一部事務組合によ り広域的な処理を行って

おり 、引 き続き近隣団体の施設等と の利活用連携について検討 しま す。 また本町にある

「ジャパンアスリート トレーニングセンター大隅」との連携も検討します。

（１０） 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

本計画を推進するにあたり、総括課と関係課との間で連携をと りながら効率的な維持管

理の推進を図るために、総務課で導入している施設管理・ 固定資産台帳システムを活用

し、 各部局の保有する施設情報について一元管理を行うと とも に、 毎年度更新するこ とで

常に最新の情報が閲覧できるよ うに しま す。

職員研修や担当職員の技術研修等も必要に応 じて行う もの とし、民間企業等が提供する

外部の研修も積極的に受講 しま す。

（１ １） フォ ロー アッ プの 実施方針

本計画は、対象となる公共施設等の改修や建替えの方針及び工事概要を計画づけるもの

です。本計画に位置付けられた公共施設等に係る事業は、 優先度判定や事業の方向性検討

等の手続きを経て予算要求することとし、当該年度の予算査定において与えられた財源の

中で確定するものとします。

また実施計画及び各年度の工事実績についても施設マネジメン トシステムにおいて継続

的に管理 ・更新し、翌年度以降の展開に向けて適宜見直しを行うこ とで、計画の確実な推

進を図り ます。

（１ ２） ＳＤ ＧＳの取組

本町では２０１９年（令和元年）７月に 「ＳＤＧｓ未来都市」 に選定されま したが、 ２０２２年

（令和４年） ３月には 「第２期大崎町ＳＤＧｓ未来都市計画」 を策定しています。公共施設

マネジメントの分野でも、 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ　：　Ｓｕｓｔａｉ ｎａ ｂｌｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ
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Ｇｏａｌｓ） の一つで ある 「住み続けられる まち づく り」 を念頭に、公共施設マネジメン トの推

進を図り ます。

□。 ３） 脱炭素化推進方針 （省 エネ ・再 エネ 導入 ・ゼ 囗カ ーボ ン宣 言と の連

動）

本町は、 ２０２２年（令和４年）４月に 「ゼ囗カーボン推進宣言」 を行い、 ２０５０年（令和

３２年） までにカーボンニュー トラルを達成すべ＜、 「大崎町脱炭素ロードマッ プ」 を策定

し、 公共施設等の整備 ・更新を通じて温室効果ガス排出量の削減に取り 組み ます。具体的

には、高断熱化や高効率空調・ 照明設備の導入等による省エネルギー化、太陽光発電等の

再生可能エネルギー設備の導入 ・活用を進めます。

また、ゼロカーボンシティ に関する国や県の方針、環境関連計画との整合を図り つつ、

公共施設等におけるエネルギー使用量や排出量の把握 ・見える化に努めます。そのうえ

で、 施設更新や大規模改修の機会を捉えて、 段階的に脱炭素化を進める こと で、 地域全体

の温室効果ガス排出削減に寄与していきます。

（１４） 議会や住民との情報共有等

本計画を含む公共施設マネジメ ント に係る情報については、議会や住民 ・民間への十分

な情報提供等を行うこ とで、相互理解や共通認識を図ります。
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１． 建物系公共施設

すべての建物系公共施設について「公共施設等の総合的な管理に関する基本方針」に基

づき、全庁的な共通認識を踏まえた管理に取り組むこ とと しま す。 以下に主な施設類型毎
●

の管理に関する基本的な考え方を示しますが、施設の特徴や実情を踏まえた個別施設計画

を策定する等、よ り効果的 ・効率的な管理を計画的に推進 し、 本計画の内容も随時更新を

図ることとします。

（１ ）市民文化系施設

【表２２】市民文化系施設一覧

施設名称

中央公民館

中沖地区公民館

教育集会所

陶芸棟

文化施設

集会施設

集会施設

文化施設

中分類 建物棟数

２

２

１

１

竺積　 建設年月日
２，３０９．６６　　昭和４９年３月２８日

４２０．６２　　 昭和６１年３月３日
－

１３２．００　　 平成４年３月 ２３日

４７．８８　　 昭和４３年３月３１日

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載しています。

【図 ７】 市民文化系施設（一部）

－・４・ｔｌ冖－

中央公民館

※本施設以外にも中沖地区公民館や教育集会所等が町民の

集ま る場 とな りま す。

適切な維持管理に努め長寿命化を図ると ともに、 利用率や利用目的等を調査のう え統

廃合も視野に入れ、市民文化系施設のあり方について検討します。
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改修を行うと きは、今後の高齢化の進行を見据え、集会・ 研修のほか介護予防等の拠

点施設と しての活用など、 複合的な利活用の可能性を考慮します。

災害発生時等の応急避難場所と しての機能を有する施設も多い ことから、特に安全性

と利便性に配虚した管理を行います。

（２ ）社会教育刄施設

【表２３】社会教育系施設一覧

施設名称

町立図書館 図書館

中分類 建物棟数

４

延床面積

（㎡）
建設年月日

７２１．３９　　昭和６０年３月２２日
－

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載 しています。

図書館は、適切な維持管理によ り長寿命化を図る とともに、他施設との複合化も視野

に入れながら、利用者の快適な空間づく りに努めます。また、 県や近隣市町村との連

携を図りながら施設の広域化等のあり方を互いに検討し、 将来に備えます。

（３ ）スポー ツ・ レク リエーシ ョン系施設

【表２４】スポーツ・ レク リエーション系施設一覧

施設名称

町営プール・ キャ ンプ場

持留地区農村広場

中央運動公園

大丸運動公園

永吉運動広場

弓道場

総合体育館

くに の松原

野方分館運動場

菱田分館運動場

道の駅野方あらさの駐車場

いこいの森

四季の森

横瀬古墳

中分類

レクリェーション施設 ・観光施設

スポ ーツ施設

スホ’－ツ施設

スポ ーツ施設

スポ ーツ施設

スポ ーツ施設

スホ｀－ツ施設

レクリェーション施設 ・観光施設

スホ゛－ツ施設

スホ゛－ツ施設

レクリェーション施設 ・観光施設

レクリエーション施設 ・観光施設

レクリエーション施設 ・観光施設

レク リェーション施設 ・観光施設

４０

建物棟数

２
６

１
５

４
１

３
１

１
一

１
２

２
１

１
１

延床面積

（㎡）

１， ２４ ８． ３２

２２ ．５０

１３ ９． ５５

１０９．３５１
ｎ．９７

１５ ２． ０４

４， ０８ ４． ００

２３ ．６３

１７ ．５５

２０ ．００

３７６．０４

３． ８０

４．００

５． ７４

建設年月日

昭和６０年５月２８日

平成２年３月 ２８日

昭和５２年３月３１日

昭和５６年１月３０日

昭和５６年３月２８日

昭和５１年３月３１日

昭和６４年１月１日

平成３年３月 ２２日

平成２１年４月１日

昭和５３年８月２６日

平成２６年１２月 １３日

昭和５６年３月２０日

平成３１年２月２８日

令和３年４月 １日

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載 して います。
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【図 ８】 スポーツ ・レクリエーショ ン系施設 （一部）

総合体育館

※本施設以外にも複数施設でス ポーツや レク リエーシ ョン

活動を行 うための場が提供されてい ます。

第４ 章　施設類型ごと の基本方針

所管課職員において目視等による通常点検を行う とともに、専門技術等による法令に

基づく定期点検を実施します。 また、特に遊具や器具等は、毎年１回以上の頻度で目

視や触診等による健全度調査を実施します。

継続的な研修等を行う ことによ り所管課職員の危険に対する感覚を高め、日常点検の

実効性を確保 しま す。

利用の少ない類似の施設については、地域の将来像を見据え、 住民の合意形成を図り

ながら、 集約化や他用途への転換、 複合化を検討し、 修繕費等を抑制しつつ長寿命化

を図ります。

（４ ）産 業系施設

【表２５】産業系施設一覧

施設名称

農業機械センタ

菱田農村環境改善センタ

野方農村環境改善センタ

持留地区農村環境改善センター

大丸地区農村環境改善センター

大崎町家畜集合指導センター

・野方活性化センター

中分類

産業振興施設

産業振興施設

産業振興施設

産業振興施設

産業振興施設

産業振興施設

産業振興施設

建物棟数

３
　

２
　

１
　

１
　

１
　

５
　

癶
ｊ

延床面積

（㎡）

６６ ０． ３９

７２ ６． ２６

建設年月日

昭和 ３９年４月１日

昭和 ５３年８月２６日
一一一㎜㎜－■喝’

７７９．５０１　 昭和５８年５月２８日

３８９．２０　　 平成４年２月 １７日

４０２．５５　　 平成５年１１月４日

１，５７４．０９　　昭和５７年３月３０日

４４５．５０　　平成１１年７月２９日

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載しています。
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農家数は減少傾向にあ りますが、農業の担い手の高齢化に より施設に対する依存度は

高いことを踏まえ、建替え時にはサイズを縮小するなど、 適正管理に努めま す。

施設 ・設備等の維持管理のコス ト削減に努めます。

（５ ）学校教 育系施設

【表２６】学校教育系施設一覧

大崎中学校

旧大崎第一中学校

大崎小学校

大丸小学校

菱田小学校

中沖小学校

持留小学校

野方小学校

学校給食センター

施設名称 中分類

学校

学校

学校

学校

学校

学校

学校

学校

その他教育施設

建物棟数

２
０

１
５

８
１１
１１
９

９
１１
２

で爽　 建設年月日
５，９３２，１０　　 昭和３６年９月１日

４，２８４．３１　　昭和４５年９月２９日

５，７５１．７０　　　昭和４３年３月１日

２，３３７．８８　　 昭和４１年３月１日

２，５７１．１２　　 昭和３５年４月１日

２，３８２．３２　　 昭和４１年３月１日

２，４８１．３０　　 昭和５０年４月１日

２，８３３．５９　　 昭和２９年４月１日

１，２２０．７６　　平成１１年３月１５日

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載しています。

【図 ９】 学校教育系施設（一部）

へ

大崎中学校　　　　　　　　大崎小学校　　　　　　　　野方小学校

※本施設以外にも複数の施設で児童生徒が学び育つ場を提供してい ます。

児童 ・生徒が １日 の大半を過ごす学習・ 生活の場であ り、 児童 ・生徒の 『生きる力』

を育むための教育環境として重要な意義をもつだけでなく 、地震などの災害発生時に

は地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、安全性には特に配慮 しま

す。

老朽化対策においては、教育環境への配慮のほか、地域コ ミュニティ及び災害時の応

急避難所としての位置付けも考慮し、建物の状況や将来の財政状況も見通したう えで
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計画的に進めるこ とと し、 「大崎町学校施設長寿命化計画」に沿つ た整備の重点化や

施設の長寿命化を検討します。

閉校や学級減、または教育課程の見直し等により 不要となる学校施設の集約化や除却

等を行い、施設総量の適正化を図り ます。

学校給食センターは、 関係法令の改正等にも適合するよう に施設の改修 ・整備に努

め、 かつ、安全安心な給食が提供できるよう衛生的な施設の運用を図り ます。

（Ｇ ）保健・ 福祉施設

【表２７】保健・ 福祉施設一覧

施設名称

老人福祉センター

大崎町保健センター

シルバー ワー クプ ラザ

中分類

高齢福祉施設

保健施設

保健施設

建物棟数

４

１

１

竺積　 建設年月日
９００．５８　　昭和５８年３月２８日

６０３．００　　 平成４年３月 １６日

２５ ７．７２１　　平成１１年１月２５日
※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載 していま す。

高齢化が進む中、 高齢者等の活動に支障が生 じないよ う、 より一層の適切な維持管理

及び改善に努め、 施設の長寿命化を図る とともに、統廃合も視野に入れながら、 施設

の安全性の確保を図り ます。

人口減少等により余剰スペースが生じた場合には、他施設の機能を移転集約するな

ど、 施設の有効活用と住民の利便性の向上を図り ます。
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（７ ）行政系施設

【表２８】行政系施設一覧

施設名称

大崎町役場

野方支所

菱田消防詰所

持留消防詰所

大丸消防詰所

串央分団詰所

中沖分団詰所

野方消防詰所

立小野消防詰所

横内消防詰所

上町消防詰所

菱田分団詰所

【図１０】行政系施設 （一部）

－． ．〃

Ｗ・－

庁舎等

庁舎等

消防施設

消防施設

消防施設

消防施設

消防施設

消防施設

消防施設

消防施設

消防施設

消防施設

中分類

第４章　施設類型ごとの基本方針

建物棟数

ｑ
）

ぐ
丶
４

竺積　 建設年月日
４， １９０．３２　 昭和５２年１０月 ３１日

２５６．１６　　昭和５８年６月２０日

１１０．６０　 昭和５２年１２月 １５日

８５．００　 昭和５３年１０月 １５日

８５．００　 昭和５３年１０月 ２５日

１６２．００　 昭和５４年１２月 ２４日

８８．３０１　 昭和４０年１２月 １２日

１２３．３０　 昭和４０年１２月 １２日

４１．００　 昭和５５年１２月 ２３日

４１．００　 昭和５５年１２月 ２３日

５２ ．５０　　 昭和 ５８年１ １月 １日

１７５．００　　令和元年５月 ３０日

１
　
１

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載 して いま す。

大崎町役場　　　　　　　　　　　　　　　大崎町役場（別館）

※本施設以外にも野方支所を拠点に行政サー ビスを提供するほか、 各分団詰所等が本区分に含まれ ます。

関係法令に基づく 点検や検査、 及び日常的な点検等を通して、 建物の劣化状況や設備

機器の更新時期等を把握し、計画的な予防的修繕等に努めるこ とで長寿命化を図りま

す。 また庁舎については建替え ・他施設との複合化も検討します。

・施設の安全性や機能維持に必要な施設の性能を確保するため、危険箇所や経年劣化の

著し い部位等につ いて、建物の利用状況や劣化状況等を踏 まえたう えで緊急度や優先

度を評定して、応急的な修繕を実施します。
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地域住民の生命と財産を守るために、よ り一層の充実が求められる ことから、火災や

災害の発生時に速やかに対応できるよう に施設・ 設備の点検・ 整備等を定期的に実施

し、 必要な措置を施し ます。

「大崎町地域防災計画 （令和７ 年５月修正） 」の内容を踏まえ、耐震性貯水槽等の水

利の多様化を基本に、 防火施設の整備を図り ます。

（８ ）公 営住宅

【表２９】公営住宅一覧

吹切住宅

文化通住宅

天子ヶ丘住宅

菱田住宅

大丸町営住宅

野方住宅

ひばりが丘住宅

角堂住宅

旭ヶ丘住宅

正坂住宅

持留町営住宅

西迫町営住宅

町西町営住宅

中沖町営住宅

大丸住宅

シャ ルム 文化通

施設名称 中分類

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

公営住宅

４５

建物棟数
延床面積

（㎡）
建設年月日

１２　　　　 １，７３８．３６　　昭和５９年３月２０日

‾ド１，１７７．７３　　昭和５５年３月２５日Ｊｊ　　　　　　１，２０４．４５１　昭和３９年１月１４日
１
４
　
２

４
　

３
５
　
７
　

２
４
　
ｒ
ヽ

ヽ
ぐ
丶
Ｊ

Ｍ
　
Ｌ
ｎ
　

Ｎ
　
ぐ
Ｙ

つ
　

ｒ
－
１

４３９．低
１７ ２． ２４

昭和３９年１１月 ３０日

平成９年３月 １９日

昭和５７年３月３１日
一

昭和４４年３月１０日
一

昭和４８年３月２５日

昭和５３年１月２７日

昭和５６年３月２５日

平成６年３月 ７日

平成６年３月 ７日

平成７年３月 ７日
－

平成８年３月 ２５日

昭和４０年３月３１日

平成２９年３月２１日

１，２５４．２

１

１７２

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載 していま す。

既存住宅の更新や住宅改善等について『大崎町公営住宅等長寿命化計画 （令和６年５

月策定） 』に基づき、 緊急性、 重要性等に応じて事業の峻別と重点化を図りながら、

適切な維持・ 修繕を行いま す。

『大崎町公営住宅等長寿命化計画』 の活用手法判定フローに基づき、更新、 用途廃

止、 全面的改善、 維持管理等の判定を行つたうえで、 ＰＦ 工等の手法を活用するなど

して、財政負担の軽減を図 ります。

・建築後または改修後に一定年数以上を経過した外壁、ガス管、給排水管については、

耐久性・ 耐食性の向上に資する改修を検討し ます。



第２ 期大崎町公共施設等総合管理計画 第４章　施設類型ごとの基本方針

耐用年限の２分の１を超過した住棟で、 構造安全性、 避難安全性、 居住性のいずれか

の判定で問題がある場合は、更新または用途廃止等の検討を行いま す。

（９ ）公園

【表３０】公園一覧

中央公園

ふれ あい の里公園

施設名称 中分類 建物棟数

公園

公園

寸
　
Ｃ
芍

延床面積

（㎡）

３９ ．７３

７５ ．２８

建設年月日

昭和５６年２月２６日

平成５年３月 ３日

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載しています。

施設の安全性や機能維持に必要な施設の性能を確保するため、 危険箇所や経年劣化の

著しい部位等について、建物の利用状況や劣化状況等を踏まえたう えで、緊急度や優

先度を評定して、 計画的な維持補修に努めます。

（１ ０） その他

【表３１】その他一覧

施設名称

旧立小野小学校

旧大丸コ ミュ ニテ ィー セン ター

旧中沖保育園

旧大丸保育所

立小野賃貸住宅Ａ棟

旭ヶ丘賃貸住宅

旧福祉給食サービスセ ンター

三文字賃貸住宅

立小野賃貸住宅

野方賃貸住宅Ａ棟

正坂賃貸住宅 １号棟

正坂賃貸住宅２号棟

旧野方小教頭住宅車庫

城内賃貸住宅 ２号棟

諏訪下賃貸住宅

城内賃貸住宅 １号棟

旧永吉家畜検査所

中分類

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

４６

建物棟数
延床面積

（㎡）

１， ５２ ０， ０４，

３４６．００１

３２ ０， ７１

１５ １， ２３

８６ ，１２

６１ ４， ５８

１２ ２． ５０

６４．２９

建設年月日

昭和４０年５月１日

昭和４８年３月２５日

平成元年１２月２５日

昭和５７年３月３１日

平成６年３月 ７日

昭和５３年６月１２日

平成５年２月 ２日

平成１０年３月２３日

昭和５８年３月１５日２１０．９８　　 昭和５８年３月１５日

１０２． ７５１　　平成１年３月 ３１日
１０２．７５　　平成元年３月３１日

１０ ２． ７５

２４ ，００

１０ ８． ０８

昭和５５年２月１日

平成２年３月 ３１日

平成３年３月 ３１日

２３３．３６　　昭和５１年３月２６日

ス　　昭和２２年４月１日
－■　　１０４．０３　　　　　　建築年不明

１
　

４
　
２

２

乃
／

』
１
　

り
／
』

２
－

１

３
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施設名称

旧持留保育所

貸付」日野方保育所

旧普及所

野方賃貸住宅 １号棟

野方賃貸住宅 ２号棟

旧三文字駅前駐車場

環境倉庫

野方地区公民館

大崎救急分署

旧明日葉加工場

ひば りヶ丘奥賃貸住宅

正坂賃貸住宅

旧あすぱる大崎　北東屋

２． 土木系公共施設

【図１１】土木系公共施設 （一部）

ヘヘ

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

中分類

４７

一一

第４章　施設類型ごとの基本方針

建物棟数

２
　

２
　

２
　

２
　

２
　

１
　

１
　

１
　
１

で　建設年月日
１８０．００１＿ ＿昭和４７年１０月１日
８４１．０９　　平成１７年３月２４日

４７９．９３　　昭和４３年３月３１日

７７．００・　　 昭和４７年３月１日

７７．００　　 昭和４７年３月１日

４６．０６　 昭和５６年１０月 １４日

７４．００　　 昭和５７年３月３１日

７４．５３　　 昭和４５年３月３１日

２４３．７９　　 平成２２年４月１日

６８６． ５８ ・　　 平成１５年４月１日

２３９．３３　　昭和５５年３月１１日
－

２１２．１６　　 平成２年３月 ３１日

１８．００　　 平成１０年７月１日

２
－

１
－

４

１
－

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載 して いま す。

一基本的には貸付や売却等によ り有効活用を図り ますが、 利活用が見込まれないものや

不必要なものについては、 解体等も検討 します。

今後においても必要なものについては、 維持または更新に関する計画を作成 し、 適切

な管理を行い ます。

一一一

心＝　 〃ｉ　 ●－－皿
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／犬

第４ 章　施設類型ごと の基本方針

※本施設以外にも複数の道路等 （道路及び橋りょ う） 施設で利用者の利便性 ・安全性を確保しています。

（１ ）道路等施設

①健全度の把握及び日 常的な維持管理に関する基本的な方針

１） 健全度の把握の基本的方針

主要な道路及び道路付属施設等については、 定期的な点検を行うことや、通学路交

通安全プログラム等による点検を実施します。主要道路以外の生活道路については、

日常のパ トロールによ り都度確認を行い ます。

２） 日常的な維持管理に関する基本的な方針

従来の日常パ トロールを中心と した確認から、点検、 異常や修繕必要箇所の早期発

見に努めるとともに、 小規模な修繕や清掃等も適宜行います。

②修繕に係る費用の縮減に関する基本的な方針

］。 ）従来の 「建設優先」 の考え方でなはなく「建設から維持管理に至るライフサイク

ル」 の視点に立つた取り組みに移行することを基本方針と し、 より効果的かつ経済的

な土木系公共施設の維持管理を 目指 しま す。

２） これまでの事後保全・ 対症療法的な維持管理から 「予防保全的維持管理」へと方針

を改め、 修繕に係る費用の低減を行い、 道路や橋りょ う等の長寿命化を図り ます。

４８
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３。 企業会計公共施設

（１ ）上水道施設

【表３２】上水道施設一覧

施設名称

中山第１ 水源地

中山第２ 水源地

隻田水源地

岡別府水源地

大佐土原配水池

永吉配水池

東川水源地

倉元水源地

籠谷水源地

水ノ 谷中継ポンプ場

西之上中継ポンプ場

永吉水源池

水道課事務所

菱田配水池

中沖中継ポンプ場

中沖高架水槽

籠谷配水池

水ノ谷配水池

鳥越配水池

立小野配水池

倉元中継ポン プ場

荒佐配水池

中山第３ 水源地

中山第２ 水源地調整槽

建物棟数

Ｃ
Ｙ‘
）

Ｃ
い：
丶
亅
　

Ｃ
丶

Ｊ
　
Ｈ

２
　

２
　

Ｈ
　

Ｈ
　

Ｈ
　

Ｈ
　
Ｃ
丶
ｊ

２

３

第４ 章　施設類型ごと の基本方針

延床面積

（㎡）

８２ ．２０

３５ ．４４

９９ ．１５

８６ ．３５

４．４８

４９ ．６５

５４．００

２６ ，６５

１９ ．６５

４２ ．５０

４０ ．００

２３０． １０

建設年月日

昭和３４年３月３１日

昭和５１年３月３１日

昭和５４年３月３１日

平成元年３月 ３１日

平成２年３月 ３１日

平成１４年３月３１日

昭和３３年３月３１日

平成８年３月 ３１日

昭和５５年４月１日

昭和５５年４月１日

昭和４６年３月３１日

平成１３年３月３１日

昭和５２年１０月 ３１日

昭和５４年３月３１日

６７．６３　　 昭和５５年３月３１日

昭和５５年３月３１日

昭和５５年４月１日

昭和５５年４月１日

平成２年３月 ３１日

平成２年３月 ３１日

６４．３７　　 平成８年３月 ３１日

平成８年３月 ３１日

平成１４年３月３１日

令和４年３月 ３１日

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載しています。

４９
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【図１２】上水道施設 （一部）

岡別府水源地

～

１皿四
＝． ．．
●ぷ．　　’

籠谷水源地

５０

第４章　施設類型ごとの基本方針

倉元水源地

永吉配水池　　　　　　　　大佐土原配水池　　　　　　水ノ谷中継ポンプ場

※本施設以外にも複数の施設と水道管（導水管、 送水管、 配水管等）で水道水を各家庭に供給しています。

本町にとって最重要なライフラインであり、 安全安心な給水を心がけ、 また、漏水修

繕の頻度や事故の危険度等を考慮し、「大崎町水道事業経営戦略」 等各種計画を踏ま

えた施設の整備・ 更新を実施し ます。

災害発生時の応急避難所等への給水確保のため、 耐震性のある管路等の整備を進めま

す。

管路の法定耐用年数は４０年と されている一方、 実際の使用可能年数は管の材質により

６０～８０年と見込まれることから、経年を考慮 し、 事故を未然に防ぎつつ効率的に更

新し ます。

給水人口の動向によっては、施設の統廃合を検討 しま す。
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（２ ）下水道施設

【表３３】下水道施設一覧

施設名称

大崎クリ　 ンセ ンター

建物棟数

１３

第４ 章　施設類型ごとの基本方針

門で　建設年月日
２，５４９．９１　　平成１５年３月１７日

※建物（棟） が複数存在する場合は、最も建築年月日が古い施設の 「建築年月日」を記載しています。

効率的かつ計画的な保全に努め、長寿命化を図ることにより財政負担の縮減と平準化

に努めま す。

特に稼働率の高い施設の監視を強化 し、 損傷等への早期段階での対応により 、経費の

削減を図 りま す。

受益者負担による運営を旨 とし、健全経営に努めます。

５１
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令和 ８年３月

大崎町　総務課


